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水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本

方針（案）について（諮問第 393号） 

 

 

 

 沿岸漁場整備開発法（昭和 49年法律第 49号）第６条第１項の規定に基づき、

別紙の水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本方針

（案）について、貴審議会の意見を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２－１ 



水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本方針の概要

（１）漁獲管理との一体的な取組
〇資源評価結果を踏まえた漁獲管理との一体的かつ効率的な取組による、効果的な栽培漁業の推進
（２）放流効果の検証に基づく対象種の重点化を踏まえた効果的な栽培漁業の推進
〇資源造成の目的を達成した魚種や放流量が減少しても資源が維持できている魚種について、種苗放流による
資源造成から漁獲管理への移行の推進

（３）地先種に係る継続的な実施体制の確立に向けた取組
〇継続的な栽培漁業の実施に向け、適切な費用負担の検討
（４）広域プランに基づく広域種の種苗放流の取組
〇資源評価結果をふまえた種苗放流に関する目標の設定に基づく、関係都道府県の種苗生産や放流等の実施
〇広域種の種苗放流に係る受益に見合った費用負担の公平化の検討
（５）共同種苗生産体制の構築
〇資源回復や施設維持、受益者負担等の見通しが立ち、安定的な運営ができる施設について整備を推進
〇複数県での共同利用や、養殖用種苗生産を行う多目的利用施設への移行の推進
（６）放流の効果の把握と生物多様性の保全への配慮
〇種苗放流の再生産への寄与を検証し、放流計画に反映
〇放流種苗による遺伝的攪乱や生態系への影響に配慮し、生物多様性の保全と両立
（７）栽培漁業に関する国民の理解の醸成と普及
〇遊漁における栽培対象種の採捕量の情報収集の強化
〇遊漁者や遊漁船業者等を含む幅広い関係者への栽培漁業に対する理解の醸成
（８）種苗放流と種苗の育成の場の整備との連携の推進
〇種苗の生育の場の整備と、種苗放流の連携の推進
（９）東日本大震災からの復興
〇復旧した種苗生産施設を活用し、効果的な栽培漁業の実施
〇他海域の種苗生産施設からの種苗の導入等による放流尾数の確保
（10）主な栽培漁業対象種の漁獲動向の見通し
〇主要な栽培対象種の漁獲量動向の見通しは、各種・系群の資源評価結果に準拠

第１ 水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本的な指針及び指標

（１）栽培漁業の推進のための技術開発の推進
〇種苗生産技術の開発に対する要望が強い、新たな栽培漁業対象種の技術開発
〇放流効果の定量的な評価及び調査の拡充や手法の高度化
（２）環境変化に適応した栽培漁業の実施等のための技術開発の推進
〇栽培漁業を環境変化に適応させながら実施していくため必要な技術の開発
（３）技術の維持と継承
〇計画的な人材確保と技術の承継に努め、既往技術の体系的なマニュアル化や研修等の実施
（４）栽培漁業技術の展開
〇栽培漁業と他の水産分野で活用できる横断的な技術の開発
（５）遺伝子組換え生物等の取扱い
〇カルタヘナ法等に基づいて適正に実施
（６）外来生物の導入
〇栽培漁業へ外来生物を導入しない
（７）機構の役割
〇必要な技術開発に取り組み、開発した技術について普及及び指導の実施

（１）関係機関の連携
〇国、機構及び豊かな海づくり協会は、全体の方向付け、進行管理及び都道府県間の連携を推進するための
調整を実施

〇都道府県は都道府県下の関係者と一体となって種苗生産、放流、育成、放流効果検証等を行い、効果的な
栽培漁業を実施

（２）都道府県栽培漁業協会等の連携体制の強化
〇都道府県、都道府県の栽培漁業協会その他の栽培漁業の推進団体は、海域協議会の下で連携を強化
（３）基本方針の期間等
〇本基本方針の期間は令和４年度から令和８年度まで

第２ 水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に係る技術の開発に関する事項

第３ 第３その他水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する重要事項
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水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する基本方針（案）新旧対照表 

 

次期基本方針（案） 現行 

 高度経済成長の中、大規模な地域開発が進み、臨海工業地帯の造

成や沿岸の都市化の進展により、漁場環境や水産動植物の生育環境

が悪化した。その後、二百海里の設定による海外漁場からの撤退に

伴い、沿岸域における漁業生産の確保が大きな課題となった。この

ため、沿岸漁業の安定的な発展と水産物の供給増大に寄与すること

を目的に、沿岸漁場整備開発法が制定され、栽培漁業が沿岸漁業の

振興政策として位置付けられるとともに、各都道府県に栽培漁業セ

ンターが整備された。その間、栽培漁業の技術は着実に進歩し、現

在、沿岸漁業の対象となる多様な魚介類の種苗放流が行われてい

る。その結果、栽培漁業は対象種の資源維持や漁獲の安定化に一定

の役割を果たすとともに、対象種の生態解明や漁場環境の保全、放

流種苗の管理を通じた資源管理意識の醸成等を通じ遊漁も含めた

沿岸漁業の振興や資源の持続的な利用に貢献してきた。これによ

り、資源の維持・増大に成功し、漁獲管理に移行しているものがあ

る。一方で、十分な効果を上げるに至っていないものもあるとの指

摘もある。 

 平成二十七年の「水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物

の育成に関する基本方針」の策定後、水産資源の適切な管理と水産

業の成長産業化を両立させ、漁業者の所得向上と年齢バランスのと

れた漁業就労構造の確立を図るため、「水産政策の改革」に取り組

むことが決定された。水産改革の柱となる資源管理等については、

平成三十年十二月に公布、令和二年十二月に施行した漁業法等の一

部を改正する等の法律（平成三十年法律第九十五号）による改正後

栽培漁業の発展の礎となった社団法人「瀬戸内海栽培漁業協会」

が昭和 38年に設立されてから、およそ半世紀が経過した。その間、

栽培漁業の技術は着実に進歩し、現在、沿岸漁業の対象となる多様

な魚介類の種苗放流が行われている。 
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の漁業法（昭和二十四年法律第二百六十七号）や令和二年九月に策

定した「新たな資源管理の推進に向けたロードマップ」等に基づき、

新たな資源管理システムの構築、生産性の向上に資する漁業許可制

度の見直し、海面利用制度の見直しなどが取り組まれてきた。 

このような取組の中で、栽培漁業については、「水産政策の改革

について」（平成三十年六月一日改訂「農林水産業・地域の活力創造

プラン（別紙八）」）において、新たな資源管理システムの下で資源

管理上効果のあるものを見極めた上で重点化することとされ、対象

となる水産資源の資源評価を踏まえ、その効果を検証するものとさ

れた。都道府県の区域を越えて回遊し漁獲される広域種と、放流し

た地先で漁獲される地先種のいずれにおいても、種苗放流の効果の

検証と、その結果を踏まえた効果的な栽培漁業の推進がこれまで以

上に求められているところである。 

都道府県の区域を越えて回遊し漁獲されるマダイ、ヒラメ等の広

域種については、最大持続生産量（以下「MSY」という。）ベースの

資源評価において、種苗放流の規模を変化させた場合に目標資源量

の達成確率がどのように変化するか示されており、種苗の放流尾数

の増減が資源量の増減に大きく影響する資源と、種苗放流の効果が

必ずしも明瞭でない資源とがあることが明らかになっている。種苗

放流が資源の維持・増大につながっているか、そもそも漁獲圧が過

大でないかなどを科学的に検証しながら、資源管理の枠組みのもと

で、資源の持続的な利用のために効果が期待できる魚種・系群に種

苗放流の対象を絞り込むことが必要となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水産基本計画（平成 29年 4月 28日閣議決定）においては、我が

国周辺の豊かな水産資源を持続可能な形でフルに活用することに

よって、国民に対して水産物を安定的に供給していくため、資源管
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 放流した地先で漁獲されるウニ類、アワビ類、ハタ類等の地先種

については、それらを漁獲する沿岸漁業者の費用負担等による種苗

放流が行われており、種苗放流による対象資源の維持・増大ととも

に、栽培漁業はこれらの漁業者の経営の安定に寄与している。一方、

地域によっては環境の変化の影響等により漁獲量が減少している。

種苗放流の効果検証を行うとともに、持続的な漁業生産を確保し地

域の漁業振興を図るため、海洋環境の変化による漁場変動や魚種変

化への対応の点で、効果が期待できる魚種を適地に放流することを

徹底しながら、積極的かつ重点的に種苗放流を進めることが必要で

ある。また、地先種の一部においては、隣り合う都道府県が連携す

ることで種苗放流の効果が上がると期待される魚種もあることか

ら、こうした魚種については都道府県間での連携・協働を促進・助

長する枠組みが必要である。これらの取組を通じて、地先種の栽培

漁業についてのモデルを作り、その横展開を図ることが重要と考え

られる。 

 

 

 

理の高度化等により水産業の生産性向上と所得の増大を達成すべ

きことが定められた。 

 栽培漁業に関しては、（１）種苗放流による資源造成の推進、（２）

対象種の重点化等による効率的かつ効果的な栽培漁業の推進につ

いて定められたところであり、このような水産基本計画の規定及び

現行の水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関

する基本方針の下、栽培漁業に関する施策を実施することとされて

いる。 

現状では、放流した地先で漁獲されるウニ、アワビ等の地先種に

ついては、それらを漁獲する沿岸漁業者の費用負担等による種苗放

流が行われており、栽培漁業はこれらの漁業者の経営の安定に寄与

している。一方、地域によっては環境の変化の影響等により、種苗

放流量が減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県の区域を越えて回遊し漁獲されるマダイ、ヒラメ等の広

域種については、資源状況が高位で安定している系群がある一方

で、低位の系群が増加する傾向にある。資源状況が低位で減少傾向
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にあるトラフグについては、平成 26 年３月に水産庁内に設置した

有識者からなる資源管理のあり方に関する検討会において、種苗放

流と資源管理の一層の連携の必要性が指摘されている。また、広域

種の種苗放流尾数は総じて減少傾向にあり、資源状況が安定してい

るため放流尾数を減少させているケース、放流尾数は減少している

ものの種苗を大型化すること等により放流効果を確保しているケ

ース、都道府県の財政状況の悪化や燃油高騰等による漁業者の負担

能力の低下等により種苗放流の経費の確保が困難となっているケ

ースが混在している。 

このような中で、広域種の栽培漁業に係る様々な課題や問題を解

決するため、平成 22 年度に全国を６つの海域に分け、海域栽培漁

業推進協議会（以下「海域協議会」という。）が設立された。海域協

議会で海域ごとの関係都道府県が連携した種苗放流や費用負担の

あり方等の検討を進めているところである。 

資源造成型栽培漁業の推進に当たっては、資源管理計画に基づく

資源管理の取組として、種苗放流と資源管理の連携が進められてい

るほか、遺伝子情報を用いて種苗生産に用いられた親魚と漁獲物の

親子関係を判別する技術が開発された。今後においては、種苗放流

と漁獲管理の連携を一層強化するとともに、開発された技術を活用

することにより、種苗放流が再生産につながっているか、種苗放流

によって遺伝的多様性が損なわれていないか等について科学的に

検証を行いながら、資源造成型栽培漁業を一層推進することが重要

と考えられる。 

また、各都道府県等の種苗生産施設が全体的に老朽化し、種苗生

産能力が低下しているほか、都道府県によっては、種苗生産に携わ

る技術者が高齢化する一方で後継者が育っていない状況も見られ
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また、東日本大震災で壊滅的な被害を受けた東北地方太平洋側の

種苗生産施設は復旧が完了し、種苗生産能力は震災前の水準まで回

復した。今後は、種苗放流の効果の拡大・向上へ向けた取組を強化

していく段階へ移行している。 

一方、各都道府県等の種苗生産施設が全体的に老朽化し、種苗生

産能力が低下しているほか、都道府県によっては、種苗生産に携わ

る技術者が高齢化する一方で後継者が育っていない状況も見られ

る。加えて、都道府県の財政状況の悪化、燃油の高騰、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大等による漁業者の負担能力の低下等に

より種苗放流経費の確保が困難となっている状況も見られる。特に

広域種については、全国を六つの海域に分けた海域栽培漁業推進協

議会（以下「海域協議会」という。）において、関係都道府県が連携

した種苗放流や費用負担のあり方等の検討が進められているとこ

ろであり、今後、検討のさらなる深化が求められている。 

 このため、対象種の重点化、共同種苗生産体制の構築による効率

的かつ効果的な種苗放流の推進に向けた取組や、計画的な人材確保

と種苗生産技術及び放流技術の継承を着実に進め、漁獲量の増大に

向けて、より効果的な栽培漁業を推進することが重要と考えられ

る。 

 さらに、種苗放流にあたっては、生物多様性保全への配慮や、放

流された種苗の育成の場の整備との連携、栽培漁業に関する国民へ

る。 

このため、対象種の重点化、共同種苗生産体制の構築による効率

的かつ効果的な種苗放流の推進に向けた取組や、計画的な人材確保

と種苗生産技術及び放流技術の継承を着実に進めることが重要と

考えられる。 

一方、東日本大震災で壊滅的な被害を受けた東北地方太平洋側の

種苗生産施設は今なお復旧途上にあり、この海域の重要魚種である

ヒラメ、アワビ等の種苗生産能力は震災前の水準までは回復してい

ない。 
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の理解醸成の取組の強化が求められている。加えて、種苗放流の効

果の検証にあたっては、遊漁による採捕を適切に見積もることが重

要であり、このため遊漁関係者と連携した採捕量の把握等にも取り

組む必要がある。 

 これらの課題に対応するため、水産基本計画（令和四年三月二十

五日閣議決定）では栽培漁業について、地先種は「環境要因に適応

した受益者負担を伴う種苗放流の継続を図る」とし、広域種は「資

源造成の目的を達成した魚種や放流量が減少しても資源の維持が

可能な魚種も出てきており、こうした魚種については、種苗放流に

よる資源造成から適切な漁獲管理措置への移行を推進する」として

いる。 

 

このような状況を踏まえ、国、国立研究開発法人水産研究・教育

機構（以下「機構」という。）、都道府県及びその機関、栽培漁業協

会、海域協議会、公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会（以下

「豊かな海づくり協会」という。）、漁業者団体その他関係団体並び

に漁業者は、対象種の回遊範囲、技術開発水準の段階等に応じた適

切な役割分担の下、今後の我が国の社会経済的・自然的状況に見合

った効果的な栽培漁業を実現するため、以下の取組を推進する。 

 

  

第一 水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関

する基本的な指針及び指標 

 

〔削る〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような状況を踏まえ、国、国立研究開発法人水産研究・教育

機構（以下「機構」という。）、都道府県及びその機関、栽培漁業協

会、海域協議会、公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会（以下

「豊かな海づくり協会」という。）、漁業者団体その他関係団体並び

に漁業者は、対象種の回遊範囲、技術開発水準の段階等に応じた適

切な役割分担の下、以下の取組を推進する。 

 

 

 

第１ 水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関

する基本的な指針及び指標 

 

（１）資源造成型栽培漁業の推進 

放流種苗を成長後に全て漁獲することを前提に長年にわたって
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（一） 漁獲管理との一体的な取組 

 水産資源は、新たに生まれ、成長することで増え、自然的な減耗

に加えて漁獲により減少する。資源管理は、この基本的な性質を踏

まえ、人為的な行為である漁獲をコントロールすることで資源を持

続的に利用しようとするものである。 

 種苗放流は、人為的に種苗を放流し、天然で新たに生まれる資源

に追加することで将来の親や漁獲量の増大に貢献しようとするも

のである。このため、後述の MSYベースの資源評価結果や都道府県

水産試験場等で行われている種苗放流効果把握調査の結果を踏ま

え、資源管理の枠組みの中で、必要に応じ、広域漁業調整委員会等

において関係者の合意形成等を図りつつ、稚魚段階での漁獲の抑制

や親魚の獲り残し等の漁獲管理との一体的かつ効率的な取組を行

い、効果的な栽培漁業を推進する。 

資源管理の前提となる資源評価においては、MSY の達成に向けて

漁獲管理と種苗放流を組み合わせた資源評価に取り組むとともに、

天然由来の加入量と放流由来の加入量の定量的な評価や、放流種苗

の生残過程の把握、放流種苗による再生産や漁獲量の増加への貢献

度の把握など、種苗放流の効果の評価と効果的な栽培漁業の実施の

基礎となる知見の収集・公表に努める。  

 

（二）放流効果の検証に基づく対象種の重点化を踏まえた効果的な

放流を継続する従来の取組ではなく、放流尾数が減少傾向にあって

も、栽培漁業が沿岸資源の維持及び回復に確実に寄与するよう、親

魚を獲り残し、その親魚が卵を産むことにより再生産を確保する資

源造成型栽培漁業の取組を一層推進する。 

 

（２）漁獲管理との連携の強化 

資源造成型栽培漁業の実現のためには、放流された種苗が成長

し、再生産に寄与できるようにしていくことが重要であるため、必

要に応じ、広域漁業調整委員会等において関係者の合意形成等を図

りつつ、稚魚段階での漁獲の抑制や親魚の獲り残し等の漁獲管理と

の連携強化に努める。資源状況が悪化している魚種については、適

切な漁獲管理を種苗放流と一体的に実施するよう特に留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）対象種の重点化等による効率的かつ効果的な栽培漁業の推進 
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栽培漁業の推進 

 種苗放流を実施している魚種は、MSY ベースの資源評価を基に、

都道府県水産試験場等で行われている種苗放流効果把握調査等の

結果も踏まえて放流効果の検証を行う。MSY ベースの資源評価が行

われていない魚種については、国が行う資源調査・評価や都道府県

水産試験場等で行われている種苗放流効果把握調査等の結果に基

づき、定量的な指標に基づく種苗放流の効果の検証に努める。種苗

放流効果の検証結果を踏まえて、資源造成効果の高い種苗放流の対

象種の検討を行うとともに、関係者で種苗放流効果の高い適地での

放流方法を検討する。資源造成の目的を達成した魚種や放流量が減

少しても資源が維持できている魚種は、種苗放流による資源造成か

ら漁獲管理への移行を推進する。種苗放流効果の検証にあたって

は、漁業者、加工業者、種苗放流実施団体等の幅広い関係者の意見

を聴くこととする。なお、水産動物の種苗の放流及び育成に当たっ

ては、沿岸における漁業操業、公共事業の計画及びその実施、船舶

の航行等についても十分配慮し、尊重する。 

 

（三）地先種に係る継続的な実施体制の確立に向けた取組 

放流した地先で漁獲されるウニ類、アワビ類、ハタ類等の地先種

については、栽培漁業の持続的な実施体制を確立するため、沿岸漁

場整備開発法第七条の二第四項の「放流効果実証事業」の実施によ

って、種苗放流の効果の範囲及び程度を特定するよう努めるととも

に、その結果を考慮し、継続的な栽培漁業の実施に向けて、適切な

費用負担のあり方を検討する。また、必要に応じ、同条第二項第四

号の「特定水産動物育成事業」における育成水面制度を活用するよ

う努める。 

 

種苗放流については、地域の実情、海域の特性等を踏まえ、多種・

少量放流や分散放流とならないよう、漁獲量に有意な変化を見込め

る規模による放流、対象種の重点化や放流適地への集中化に取り組

む。対象種について、目標とする安定した資源状況が達成された際

には、漁獲管理に重点を移し、種苗放流については他の対象種に重

点を移す等、柔軟な対応を図る。なお、水産動物の種苗の放流及び

育成に当たっては、沿岸における漁業操業、公共事業の計画及びそ

の実施、船舶の航行等についても十分配慮し、尊重する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）地先種に係る継続的な実施体制の確立に向けた取組 

放流した地先で漁獲されるウニ、アワビ等の地先種については、

栽培漁業の持続的な実施体制を確立するため、沿岸漁場整備開発法

第７条の２第４項の「放流効果実証事業」の実施によって、放流効

果の範囲及び程度を特定するよう努めるとともに、その結果を考慮

し、継続的な栽培漁業の実施に向けて、適切な費用負担を検討する。

また、必要に応じ、同条第２項第４号の「特定水産動物育成事業」

における育成水面制度を活用するよう努める。 
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（四）広域プランに基づく広域種の種苗放流の取組 

 都道府県の区域を越えて回遊し漁獲されるマダイ、ヒラメ等の広

域種については、種苗放流を実施する場合には、その分布する海域

の中で最も放流効果の高い放流適地に種苗を放流するとともに、都

道府県の区域を越えて種苗放流に係る受益と費用負担の公平化に

向けて取り組むことが重要である。このため、海域協議会において

海域の特性等を考慮して策定された「効率的かつ効果的な種苗生産

及び種苗放流に関する計画」（以下「広域プラン」という。）に示さ

れた資源造成の目標、種苗生産尾数、放流尾数、放流適地等を勘案

し、関係都道府県が種苗生産や放流等に取り組む。また、広域プラ

ンにおいて資源評価結果を踏まえた放流数量等の種苗放流に関す

る目標を設定し、関係都道府県が種苗生産や放流等に取り組むとと

もに、近年の海洋環境の変化に伴う各魚種の分布・回遊域の変化を

踏まえて、広域プランがより効果的な取組となるよう、特に適種、

適地、適期、適した放流サイズでの種苗放流の実施の観点から検討

を行うとともに、海域協議会等において、広域種の種苗放流に係る

受益に見合った費用負担の公平化の実現に向けた検討を行う。 

 

（五）共同種苗生産体制の構築 

 近年、種苗生産施設の老朽化により種苗生産能力が低下してきて

いることを踏まえ、施設の計画的な改修及び更新に努めるととも

に、資源回復や施設維持、受益者負担等に関し、将来の見通しが立

ち、安定的な運営ができる施設については整備を推進する。単一の

都道府県による種苗生産施設の運営が困難な場合、複数の都道府県

での共同利用や養殖用種苗生産を行う多目的利用施設への移行を

 

（５）広域プランに基づく広域種の種苗放流の推進 

都道府県の区域を越えて回遊し漁獲されるマダイ、ヒラメ等の広

域種については、その分布する海域の中で最も放流効果の高い放流

適地に種苗を放流するとともに、都道府県の区域を越えて種苗放流

に係る受益と費用負担の公平化に向けて取り組むことが重要であ

る。このため、海域協議会において海域の特性等を考慮して策定さ

れた「効率的かつ効果的な種苗生産及び種苗放流に関する計画」（広

域プラン）に示された資源造成の目標、種苗生産尾数、放流尾数、

放流適地等を勘案し、関係都道府県が種苗生産や放流等に取り組

む。また、海域協議会等において、広域種の種苗放流に係る受益に

見合った費用負担の実現に向けた検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

（６）共同種苗生産体制の構築 

近年、種苗生産施設の老朽化により種苗生産能力が低下してきて

いることを踏まえ、施設の計画的な補修及び更新に努めるととも

に、放流に必要な種苗の数量を適切に確保するため、関係都道府県

の種苗生産施設間での連携、分業等を推進し、低コストで生産能力

の高い共同種苗生産体制の構築に取り組む。 

なお、共同種苗生産体制の構築に当たっては、疾病等による生産
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推進する。共同利用化した施設については、複数の地方公共団体に

よる運営方式を検討する。各都道府県等の種苗生産施設における種

苗生産コストも勘案し、低コストで生産能力の高い共同種苗生産体

制の構築に取り組む。 

また、共同種苗生産体制の構築に当たっては、疾病等による生産

不調等のリスク管理に配慮する。 

なお、効果的な栽培漁業の推進にあたっては、種苗生産施設等の

ハード面と種苗生産技術等のソフト面のバランスの取れた運営が

不可欠である。このため、施設の改修や運営に当たっては ICTの導

入を図り、施設運営の省人・省力化とコストの削減を図る。 

 

（六）放流の効果の把握と生物多様性の保全への配慮 

 地区ごとの漁獲量調査や市場における放流魚の混入調査等によ

り、漁業生産面における種苗放流の効果を把握するとともに、DNA

情報を用いて種苗生産に用いられた親魚と漁獲物の親子関係を判

別する技術を活用することにより、種苗放流の再生産への寄与を検

証し、放流計画に反映させる。また、種苗放流の実施に当たっては、

天然の海域に大量の人工種苗を放流することによる遺伝的な攪乱

のリスクを低減するため、国及び機構が作成した「人工種苗放流に

係る遺伝的多様性への影響リスクを低減するための技術的な指針」

を種苗生産の現場へ普及するとともに、放流された種苗と在来魚種

の間における捕食－被食関係や競争関係を通じた周辺の生態系へ

の影響にも配慮し、生物多様性の保全との両立に努める。 

 

（七）栽培漁業に関する国民の理解の醸成と普及 

 栽培漁業の国民への啓発及び普及に取り組む。特に、遊漁関係者

不調等のリスク管理に配慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）放流の効果の把握と生物多様性の保全への配慮 

地区ごとの漁獲量調査や市場における放流魚の混入調査等によ

り、漁業生産面における放流の効果を把握するとともに、遺伝子情

報を用いて種苗生産に用いられた親魚と漁獲物の親子関係を判別

する技術を活用することにより、種苗放流が再生産に寄与している

か資源造成面における効果を検証し、放流計画に反映させる。漁業

生産面における放流の効果を評価する際には、流通、加工、遊漁等

に係る経済的な波及効果を考慮するよう努める。また、栽培漁業の

実施に当たっては、国及び機構が作成した遺伝的多様性への影響リ

スクを低減するための技術的な指針を種苗生産現場へ普及すると

ともに、生物多様性の保全との両立に努める。 

 

 

（８）栽培漁業に関する国民の理解の醸成と普及 

栽培漁業は、水産物の安定供給の機能に加えて、水産物の供給に
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と連携して遊漁における栽培漁業対象種の採捕量の情報収集の強

化に努めるとともに、種苗放流の効果についての積極的な情報提供

により、遊漁者や遊漁船業者等を含む幅広い関係者への栽培漁業に

対する理解の醸成を図る。さらに、水産資源の動態の解明における

栽培漁業が果たす学術的な貢献について、パンフレット等の資料の

作成・配布を通じてわかりやすく示すことや、初等中等教育の現場

との連携を通じて、水産資源の持続的な利用やそれを取り巻く水域

環境の保全の重要性に対する理解の増進等に取り組む。 

 

（八）種苗放流と種苗の育成の場の整備との連携の推進 

 種苗放流の効果を高めるためにも、引き続き、放流された種苗の

育成場である藻場、干潟等の保全や回復のための漁場整備、水産生

物の増殖や生育に配慮した漁港施設の整備及び漁業者や地域住民

等が取り組む海岸清掃等の活動と種苗放流の連携の推進に努める。 

 

（九）東日本大震災からの復興 

東日本大震災により被害を受けた東北地方太平洋側において、復

旧した種苗生産施設を活用し、震災後の沿岸生態系や水産資源の状

況に合わせた効果的な栽培漁業の実施に取り組む。また、被災地に

おける漁獲物の安定的な生産・供給に資するよう、他海域の種苗生

産施設からの種苗の導入等により放流尾数を確保する。 

 

 

 

 

（十）主な栽培漁業対象種の漁獲動向の見通し 

よる国民の健康の増進、自然環境の保全、地域社会の形成及び維持

等の多面的な機能を有していることについて、国民への普及及び啓

発に取り組む。特に、種苗放流の効果についての積極的な情報提供

により、遊漁者や遊漁船業者等の種苗放流に対する理解の醸成に取

り組む。 

 

 

 

 

（９）種苗放流と種苗の育成の場の整備との連携の推進 

放流された種苗の育成場である藻場、干潟等の保全や回復のため

の漁場整備、水産生物の増殖や生育に配慮した漁港施設の整備及び

漁業者や地域住民等が取り組む海岸清掃等の活動と種苗放流の連

携の推進に努める。 

 

（10）東日本大震災からの復興 

東日本大震災により被害を受けた東北地方太平洋側において、栽

培漁業の対象種を漁獲する沿岸漁業が震災前と同様に行われるよ

うになることを目指して、被災県の種苗生産施設の復旧を進めると

ともに、復旧までの間、他海域の種苗生産施設からの種苗の導入等

により放流尾数を確保する。また、県域を越えた海域単位での連携

や役割分担により効率的な栽培漁業を推進する体制を構築する。 

福島県における放流用種苗生産については、平成 32 年度末まで

に、被災前の生産水準への回復を目指す。 

 

（11）主な栽培漁業対象種の漁獲動向の見通し 
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本基本方針に基づく取組の推進による、令和八年度における各栽

培漁業対象種の漁獲量の見通しについては、各種・系群の資源評価

結果に基づくものとする。 

 

 

第二 水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に係る

技術の開発に関する事項 

 

（一）栽培漁業の推進のための技術開発の推進 

 放流種苗の生残率の向上のために、種苗放流の対象種について、

その系群ごとに放流適地、生産コスト及び放流効果から見て最適な

放流サイズ及び放流尾数の把握等に取り組むとともに、種苗生産か

ら放流、さらには未成魚の混獲防止等の一連の技術開発を一体的に

行うよう努める。また、消費者ニーズが高く、漁業者からの大量種

苗生産技術の開発に対する要望が強い、新たな栽培漁業対象種の技

術開発に取り組む。 

 種苗生産等における減耗を防止するための技術開発に取り組み、

種苗生産及び中間育成の現場においては、減耗を未然に防止できる

よう、開発された技術を活用して、適切な飼育管理の徹底に取り組

む。 

 また、種苗生産技術の開発・改良にあたっては、積極的に ICTの

導入に努め、作業の自動化や省人・省力化を図ることも重要である。 

 放流尾数や放流サイズ等の種苗放流の実態や漁獲物への放流種

苗由来の個体の混獲状況の把握に努め、資源評価における種苗放流

の効果を定量的に評価するとともに、効果的な栽培漁業のあり方の

検討に資するよう調査の拡充や手法の高度化に努める。 

本基本方針に基づく取組の推進による、平成 33 年度における主

要な栽培漁業の対象種の漁獲量動向の見通しを付表のとおりとす

る。 

 

 

第２ 水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に係る

技術の開発に関する事項 

 

（１）資源造成型栽培漁業の推進のための技術開発の推進 

資源造成型栽培漁業の効率的かつ効果的な推進に資するため、種

苗放流の対象種について、その系群ごとに放流適地、生産コスト及

び放流効果から見て最適な放流サイズ及び放流尾数の把握等に取

り組むとともに、種苗の生産から、放流、さらには、未成魚の混獲

防止等海域における種苗の育成に至るまでの一連の技術の開発を

一体的に行うよう努める。 
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〔削る〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）環境変化に適応した栽培漁業の実施等のための技術開発の推

進 

 地球温暖化や貧栄養化等により沿岸域の環境が変化する中で、栽

培漁業を環境変化に適応させながら実施していくため、新規栽培漁

業対象種の探索や対象種の転換、種苗放流手法の見直し等必要な技

術開発に努める。また、近年、資源の減少が顕著な二枚貝の増殖の

ための技術の開発に取り組む。これらを含め、栽培漁業に関する技

術開発においては、対象種について、稚仔魚等の生理・生態、餌料、

生息環境等の基礎的な知見の充実を図る。 

 

（三）技術の維持と継承 

 栽培漁業の技術については、種苗生産や種苗放流が漁業者等によ

って実施されている魚種を含め、種苗生産や中間育成、放流の実施

状況等について情報を収集し、各種技術が種苗生産現場等で適切に

利用されるように努めるとともに、疾病等の問題を迅速に解決でき

る体制の整備に取り組む。また、生産技術者が高齢化する一方で後

 

（２）種苗生産の低コスト化のための技術開発の推進 

種苗生産の低コスト化に資するため、遺伝的多様性を備えた自然

環境に対する適応能力の高い種苗を安定的に低コストで生産する

技術の開発に取り組む。 

また、種苗生産等における疾病等の発生及びまん延を防止するた

めの技術の開発に取り組む。なお、種苗の生産及び中間育成の現場

においては、疾病等の発生及びまん延を未然に防止できるよう、開

発された技術を活用して、適切な飼育管理の徹底に取り組む。 

 

（３）環境変化に適応した栽培漁業の実施等のための技術開発の推

進 

地球温暖化や貧栄養化等により沿岸域の環境が変化する中で、栽

培漁業を環境変化に適応させながら実施していくため、対象種の変

更や放流手法の見直し等必要な技術の開発に努める。また、近年、

資源の減少が顕著な二枚貝の増殖のための技術の開発に取り組む。

これらを含め、栽培漁業に関する技術開発においては、対象種につ

いて、稚仔魚等の生理・生態、餌料、生息環境等の基礎的な知見の

充実を図る。 

 

（４）技術劣化の防止 

栽培漁業の技術については、種苗生産や種苗放流が漁業者等によ

って実施されている魚種を含め、種苗生産や中間育成、放流の実施

状況等について情報を収集し、各種技術が種苗生産現場等で適切に

利用されるように努めるとともに、疾病等の問題を迅速に解決でき

る体制の整備に取り組む。また、生産技術者が高齢化する一方で後
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継者が育っていない状況を踏まえ、関係都道府県間で連携し、計画

的な人材確保と種苗生産技術及び放流技術の継承に努める。さら

に、種苗放流の実施が資源管理上有効であると認められた魚種にお

いては、漁獲管理への移行後、環境変動等により資源が急激に悪化

した場合に備え、種苗放流の再開も視野に入れた対応を行うために

は技術の確保が重要であることから、既往技術の体系的なマニュア

ル化や普及・啓発、技術研修の機会を設ける等の取組を進める。 

 

（四）栽培漁業技術の展開 

 これまでに栽培漁業に関して開発されてきた親魚養成、種苗生

産、疾病防除等の技術については養殖業に、標識技術や標識放流を

活用した生息域の把握、生残率の推定等の技術については漁獲管理

等に、それぞれ応用されるよう、その改良や普及を図るとともに、

栽培漁業と他の水産分野で活用できる横断的な技術開発に努める。 

 

（五）遺伝子組換え生物等の取扱い 

 外来遺伝子の導入による品種の開発及び種苗放流については、遺

伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関

する法律（平成十五年法律第九十七号。以下「カルタヘナ法」とい

う。）等に基づいて適正に実施する。また、ゲノム編集技術の利用に

より得られた生物であってカルタヘナ法に規定された遺伝子組換

え生物等に該当しない生物及び胚の操作により開発された品種等

であって遺伝子組換え技術及びゲノム編集技術を利用していない

ものについては、後世代の資源増大への寄与が明確ではないことか

ら、種苗放流は行わない。 

 

継者が育っていない状況を踏まえ、計画的な人材確保と種苗生産技

術及び放流技術の継承に努める。 

 

 

 

 

 

 

（５）栽培漁業技術の展開 

これまでに栽培漁業に関して開発されてきた親魚養成、種苗生産

及び疾病防除技術等については養殖業に、標識技術や標識放流を活

用した生息域の把握、生残率の推定等の技術については資源管理等

に、それぞれ応用されるよう、その改良や普及を図るとともに、栽

培漁業と他の水産分野で活用できる横断的な技術の開発に努める。 

 

（６）遺伝子組換え生物等の取扱い 

遺伝子を直接操作することによる新たな品種の開発及び種苗放

流については、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多

様性の確保に関する法律（平成 15年法律第 97号）に基づいて適正

に実施する。また、胚を操作することによる新たな品種の開発及び

種苗放流については、公的な試験研究機関が水産庁長官の確認を得

て行う試験的な取組を除き、行わない。 
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（六）外来生物の導入 

 栽培漁業への外来生物の導入については、生態系に及ぼす影響が

明確でないことから、行わない。 

 

（七）機構の役割 

 機構は、栽培漁業を推進するために必要な技術の開発に取り組

み、必要に応じて都道府県の試験研究機関等との共同研究を行うと

ともに、開発した技術の普及及び指導を行う。また、疾病の発生等

の技術的課題が発生した場合には、必要に応じ関係機関に対して技

術的な指導及び助言を行う。 

 

 

第三 その他水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成

に関する重要事項 

 

（一）関係機関の連携 

 環境変化に対応しながら栽培漁業を効率的かつ計画的に推進す

るため、国は栽培漁業の基本方針を策定し、機構は栽培漁業に関す

る技術開発、主な栽培対象種の資源評価並びに指導及び助言を行

い、豊かな海づくり協会は国や機構と連携を取りながら、都道府県

間の連携及び調整、情報の収集及び提供等による栽培漁業の普及の

促進を行う。これらにより、国、機構及び豊かな海づくり協会は、

全体の方向付け、進行管理及び都道府県間の連携を推進するための

調整を行う。また、都道府県は基本方針に調和した基本計画を策定

するとともに、都道府県下の関係者と一体となって、種苗の生産、

放流、育成、種苗放流効果の検証等を行い、効果的な栽培漁業を実

（７）外来生物の導入 

栽培漁業への外来生物の導入については、生態系に及ぼす影響が

明確でないことから、行わない。 

 

（８）機構の役割 

機構は、栽培漁業を推進するために必要な技術の開発に取り組

み、必要に応じて都道府県の試験研究機関等との共同研究を行うと

ともに、開発した技術の普及及び指導を行う。また、疾病の発生等

の技術的課題が発生した場合には、必要に応じ関係機関に対して技

術的な指導及び助言を行う。 

 

 

第３ その他水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成

に関する重要事項 

 

（１）関係機関の連携 

 栽培漁業を効率的かつ計画的に推進するため、国は栽培漁業の基

本方針を策定し、機構は栽培漁業に関する技術の開発並びに指導及

び助言を行い、豊かな海づくり協会は国や機構と連携を取りなが

ら、都道府県間の連携及び調整、情報の収集及び提供等による栽培

漁業の普及の促進を行う。これらにより、国、機構及び豊かな海づ

くり協会は、全体の方向付けと進行管理を行う。また、都道府県は

基本方針に調和した基本計画を策定するとともに、都道府県下の関

係者と一体となって、種苗の生産、放流、育成等を行い、栽培漁業

を実施する。 
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施する。 

 

（二）都道府県栽培漁業協会等の連携体制の強化 

 栽培漁業を効率的に推進するため、豊かな海づくり協会を事務局

とする海域栽培漁業推進協議会全国連絡会議の下で、都道府県、都

道府県の栽培漁業協会その他の栽培漁業の推進団体は、栽培漁業の

技術及び情報の交換、人材の交流等を推進する。また、資源評価結

果を踏まえ、遺伝的多様性をはじめとする生物多様性の保全に配慮

しながら効率的かつ効果的な栽培漁業の推進体制の構築に努める

とともに、各海域ごとに設置された海域協議会の下で種苗の生産、

放流、育成、放流効果の検証等において連携を強化する。 

 

（三）基本方針の期間等 

 本基本方針の期間は、令和四年度から令和八年度までとする。 

 

 

 

（２）都道府県栽培漁業協会等の連携体制の強化 

 栽培漁業を効率的に推進するため、都道府県、都道府県の栽培漁

業協会その他の栽培漁業の推進団体は、各海域ごとに設置された海

域協議会の下で連携を強化するとともに、豊かな海づくり協会を事

務局とする海域栽培漁業推進協議会全国連絡会議の下で、栽培漁業

の技術及び情報の交換、人材の交流等を推進し、効率的かつ効果的

な栽培漁業の推進体制の構築に努める。 

 

 

 

（３）基本方針の期間等 

 本基本方針の期間は、平成 27年度から平成 33年度までとする。

なお、本基本方針の期間中に水産基本計画の変更が行われる時に

は、本基本方針の内容について必要な見直しを行う。 
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（付表）主な栽培漁業対象種の漁獲量動向の見通し 

次期基本方針（案） 現行 

〔削る〕 

 

 水産動物

の種類 

直近３年間の漁獲量実績（百トン） 平成３３

年度まで

の見通し 

H２３ H２４ H２５ 

魚 類 マダイ １７３ １５４ １４２ 現状維持 

 ヒラメ ６７ ６１ ７７ 現状維持 

 サ ワ ラ

（注１ 

１４ １７ １８ 増 大 

 トラフグ

（注２ 

４ ３ ３ 増 大 

甲殻類 クルマエ

ビ・ガザ

ミ類 

３３ ３３ ３３ 現状維持 

貝類等 アワビ類 １３ １３ １５ 増 大 

 ウニ類 ７９ ８３ ８２ 増 大 

注１：瀬戸内海系群の漁獲量 

注２：瀬戸内海・東シナ海・日本海系群及び伊勢・三河湾系群の漁獲量 
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成
に
関
す
る
基
本
方
針
」
の
策
定
後
、
水

産
資
源
の
適
切
な
管
理
と
水
産
業
の
成
長
産
業
化
を
両
立
さ
せ
、
漁
業
者
の
所
得
向
上
と
年
齢
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
漁
業
就
労

構
造
の
確
立
を
図
る
た
め
、
「
水
産
政
策
の
改
革
」
に
取
り
組
む
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
水
産
改
革
の
柱
と
な
る
資
源
管
理
等

に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
に
公
布
、
令
和
二
年
十
二
月
に
施
行
し
た
漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平

成
三
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
や
令
和
二
年
九
月
に
策

定
し
た
「
新
た
な
資
源
管
理
の
推
進
に
向
け
た
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
等
に
基
づ
き
、
新
た
な
資
源
管
理
シ
ス
テ
ム
の
構
築
、
生
産

性
の
向
上
に
資
す
る
漁
業
許
可
制
度
の
見
直
し
、
海
面
利
用
制
度
の
見
直
し
な
ど
が
取
り
組
ま
れ
て
き
た
。 

こ
の
よ
う
な
取
組
の
中
で
、
栽
培
漁
業
に
つ
い
て
は
、
「
水
産
政
策
の
改
革
に
つ
い
て
」
（
平
成
三
十
年
六
月
一
日
改
訂
「
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農
林
水
産
業
・
地
域
の
活
力
創
造
プ
ラ
ン
（
別
紙
八
）
」
）
に
お
い
て
、
新
た
な
資
源
管
理
シ
ス
テ
ム
の
下
で
資
源
管
理
上
効

果
の
あ
る
も
の
を
見
極
め
た
上
で
重
点
化
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
対
象
と
な
る
水
産
資
源
の
資
源
評
価
を
踏
ま
え
、
そ
の
効
果
を

検
証
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
都
道
府
県
の
区
域
を
越
え
て
回
遊
し
漁
獲
さ
れ
る
広
域
種
と
、
放
流
し
た
地
先
で
漁
獲
さ
れ
る
地

先
種
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
種
苗
放
流
の
効
果
の
検
証
と
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
た
効
果
的
な
栽
培
漁
業
の
推
進
が
こ
れ
ま

で
以
上
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

都
道
府
県
の
区
域
を
越
え
て
回
遊
し
漁
獲
さ
れ
る
マ
ダ
イ
、
ヒ
ラ
メ
等
の
広
域
種
に
つ
い
て
は
、
最
大
持
続
生
産
量
（
以
下

「
Ⅿ
Ｓ
Ｙ
」
と
い
う
。
）
ベ
ー
ス
の
資
源
評
価
に
お
い
て
、
種
苗
放
流
の
規
模
を
変
化
さ
せ
た
場
合
に
目
標
資
源
量
の
達
成
確

率
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
示
さ
れ
て
お
り
、
種
苗
の
放
流
尾
数
の
増
減
が
資
源
量
の
増
減
に
大
き
く
影
響
す
る
資
源
と
、

種
苗
放
流
の
効
果
が
必
ず
し
も
明
瞭
で
な
い
資
源
と
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
種
苗
放
流
が
資
源
の
維
持
・
増

大
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
、
そ
も
そ
も
漁
獲
圧
が
過
大
で
な
い
か
な
ど
を
科
学
的
に
検
証
し
な
が
ら
、
資
源
管
理
の
枠
組
み
の

も
と
で
、
資
源
の
持
続
的
な
利
用
の
た
め
に
効
果
が
期
待
で
き
る
魚
種
・
系
群
に
種
苗
放
流
の
対
象
を
絞
り
込
む
こ
と
が
必
要

と
な
っ
て
い
る
。 

 

放
流
し
た
地
先
で
漁
獲
さ
れ
る
ウ
ニ
類
、
ア
ワ
ビ
類
、
ハ
タ
類
等
の
地
先
種
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
漁
獲
す
る
沿
岸
漁
業
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者
の
費
用
負
担
等
に
よ
る
種
苗
放
流
が
行
わ
れ
て
お
り
、
種
苗
放
流
に
よ
る
対
象
資
源
の
維
持
・
増
大
と
と
も
に
、
栽
培
漁
業

は
こ
れ
ら
の
漁
業
者
の
経
営
の
安
定
に
寄
与
し
て
い
る
。
一
方
、
地
域
に
よ
っ
て
は
環
境
の
変
化
の
影
響
等
に
よ
り
漁
獲
量
が

減
少
し
て
い
る
。
種
苗
放
流
の
効
果
検
証
を
行
う
と
と
も
に
、
持
続
的
な
漁
業
生
産
を
確
保
し
地
域
の
漁
業
振
興
を
図
る
た
め
、

海
洋
環
境
の
変
化
に
よ
る
漁
場
変
動
や
魚
種
変
化
へ
の
対
応
の
点
で
、
効
果
が
期
待
で
き
る
魚
種
を
適
地
に
放
流
す
る
こ
と
を

徹
底
し
な
が
ら
、
積
極
的
か
つ
重
点
的
に
種
苗
放
流
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
地
先
種
の
一
部
に
お
い
て
は
、

隣
り
合
う
都
道
府
県
が
連
携
す
る
こ
と
で
種
苗
放
流
の
効
果
が
上
が
る
と
期
待
さ
れ
る
魚
種
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
魚

種
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
間
で
の
連
携
・
協
働
を
促
進
・
助
長
す
る
枠
組
み
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
取
組
を
通
じ
て
、
地

先
種
の
栽
培
漁
業
に
つ
い
て
の
モ
デ
ル
を
作
り
、
そ
の
横
展
開
を
図
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
ら
れ
る
。 

ま
た
、
東
日
本
大
震
災
で
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
東
北
地
方
太
平
洋
側
の
種
苗
生
産
施
設
は
復
旧
が
完
了
し
、
種
苗
生
産

能
力
は
震
災
前
の
水
準
ま
で
回
復
し
た
。
今
後
は
、
種
苗
放
流
の
効
果
の
拡
大
・
向
上
へ
向
け
た
取
組
を
強
化
し
て
い
く
段
階

へ
移
行
し
て
い
る
。 

一
方
、
各
都
道
府
県
等
の
種
苗
生
産
施
設
が
全
体
的
に
老
朽
化
し
、
種
苗
生
産
能
力
が
低
下
し
て
い
る
ほ
か
、
都
道
府
県
に

よ
っ
て
は
、
種
苗
生
産
に
携
わ
る
技
術
者
が
高
齢
化
す
る
一
方
で
後
継
者
が
育
っ
て
い
な
い
状
況
も
見
ら
れ
る
。
加
え
て
、
都
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道
府
県
の
財
政
状
況
の
悪
化
、
燃
油
の
高
騰
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
等
に
よ
る
漁
業
者
の
負
担
能
力
の

低
下
等
に
よ
り
種
苗
放
流
経
費
の
確
保
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
状
況
も
見
ら
れ
る
。
特
に
広
域
種
に
つ
い
て
は
、
全
国
を
六
つ

の
海
域
に
分
け
た
海
域
栽
培
漁
業
推
進
協
議
会
（
以
下
「
海
域
協
議
会
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
関
係
都
道
府
県
が
連
携
し

た
種
苗
放
流
や
費
用
負
担
の
あ
り
方
等
の
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
検
討
の
さ
ら
な
る
深
化
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
た
め
、
対
象
種
の
重
点
化
、
共
同
種
苗
生
産
体
制
の
構
築
に
よ
る
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
種
苗
放
流
の
推
進
に
向
け
た

取
組
や
、
計
画
的
な
人
材
確
保
と
種
苗
生
産
技
術
及
び
放
流
技
術
の
継
承
を
着
実
に
進
め
、
漁
獲
量
の
増
大
に
向
け
て
、
よ
り

効
果
的
な
栽
培
漁
業
を
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

さ
ら
に
、
種
苗
放
流
に
あ
た
っ
て
は
、
生
物
多
様
性
保
全
へ
の
配
慮
や
、
放
流
さ
れ
た
種
苗
の
育
成
の
場
の
整
備
と
の
連
携
、

栽
培
漁
業
に
関
す
る
国
民
へ
の
理
解
醸
成
の
取
組
の
強
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
種
苗
放
流
の
効
果
の
検
証
に
あ
た

っ
て
は
、
遊
漁
に
よ
る
採
捕
を
適
切
に
見
積
も
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
こ
の
た
め
遊
漁
関
係
者
と
連
携
し
た
採
捕
量
の
把
握

等
に
も
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
、
水
産
基
本
計
画
（
令
和
四
年
三
月
二
十
五
日
閣
議
決
定
）
で
は
栽
培
漁
業
に
つ
い
て
、
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地
先
種
は
「
環
境
要
因
に
適
応
し
た
受
益
者
負
担
を
伴
う
種
苗
放
流
の
継
続
を
図
る
」
と
し
、
広
域
種
は
「
資
源
造
成
の
目
的

を
達
成
し
た
魚
種
や
放
流
量
が
減
少
し
て
も
資
源
の
維
持
が
可
能
な
魚
種
も
出
て
き
て
お
り
、
こ
う
し
た
魚
種
に
つ
い
て
は
、

種
苗
放
流
に
よ
る
資
源
造
成
か
ら
適
切
な
漁
獲
管
理
措
置
へ
の
移
行
を
推
進
す
る
」
と
し
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
国
、
国
立
研
究
開
発
法
人
水
産
研
究
・
教
育
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
、
都
道
府

県
及
び
そ
の
機
関
、
栽
培
漁
業
協
会
、
海
域
協
議
会
、
公
益
社
団
法
人
全
国
豊
か
な
海
づ
く
り
推
進
協
会
（
以
下
「
豊
か
な
海

づ
く
り
協
会
」
と
い
う
。
）
、
漁
業
者
団
体
そ
の
他
関
係
団
体
並
び
に
漁
業
者
は
、
対
象
種
の
回
遊
範
囲
、
技
術
開
発
水
準
の

段
階
等
に
応
じ
た
適
切
な
役
割
分
担
の
下
、
今
後
の
我
が
国
の
社
会
経
済
的
・
自
然
的
状
況
に
見
合
っ
た
効
果
的
な
栽
培
漁
業

を
実
現
す
る
た
め
、
以
下
の
取
組
を
推
進
す
る
。 

 

第
一 

水
産
動
物
の
種
苗
の
生
産
及
び
放
流
並
び
に
水
産
動
物
の
育
成
に
関
す
る
基
本
的
な
指
針
及
び
指
標 

（
一
）
漁
獲
管
理
と
の
一
体
的
な
取
組 

 

水
産
資
源
は
、
新
た
に
生
ま
れ
、
成
長
す
る
こ
と
で
増
え
、
自
然
的
な
減
耗
に
加
え
て
漁
獲
に
よ
り
減
少
す
る
。
資
源

管
理
は
、
こ
の
基
本
的
な
性
質
を
踏
ま
え
、
人
為
的
な
行
為
で
あ
る
漁
獲
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
で
資
源
を
持
続
的

に
利
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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種
苗
放
流
は
、
人
為
的
に
種
苗
を
放
流
し
、
天
然
で
新
た
に
生
ま
れ
る
資
源
に
追
加
す
る
こ
と
で
将
来
の
親
や
漁
獲
量

の
増
大
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
後
述
の
Ｍ
Ｓ
Ｙ
ベ
ー
ス
の
資
源
評
価
結
果
や
都
道
府
県
水
産

試
験
場
等
で
行
わ
れ
て
い
る
種
苗
放
流
効
果
把
握
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
資
源
管
理
の
枠
組
み
の
中
で
、
必
要
に
応
じ
、

広
域
漁
業
調
整
委
員
会
等
に
お
い
て
関
係
者
の
合
意
形
成
等
を
図
り
つ
つ
、
稚
魚
段
階
で
の
漁
獲
の
抑
制
や
親
魚
の
獲
り

残
し
等
の
漁
獲
管
理
と
の
一
体
的
か
つ
効
率
的
な
取
組
を
行
い
、
効
果
的
な
栽
培
漁
業
を
推
進
す
る
。 

資
源
管
理
の
前
提
と
な
る
資
源
評
価
に
お
い
て
は
、
Ｍ
Ｓ
Ｙ
の
達
成
に
向
け
て
漁
獲
管
理
と
種
苗
放
流
を
組
み
合
わ
せ

た
資
源
評
価
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
天
然
由
来
の
加
入
量
と
放
流
由
来
の
加
入
量
の
定
量
的
な
評
価
や
、
放
流
種
苗
の

生
残
過
程
の
把
握
、
放
流
種
苗
に
よ
る
再
生
産
や
漁
獲
量
の
増
加
へ
の
貢
献
度
の
把
握
な
ど
、
種
苗
放
流
の
効
果
の
評
価

と
効
果
的
な
栽
培
漁
業
の
実
施
の
基
礎
と
な
る
知
見
の
収
集
・
公
表
に
努
め
る
。 

 

（
二
）
放
流
効
果
の
検
証
に
基
づ
く
対
象
種
の
重
点
化
を
踏
ま
え
た
効
果
的
な
栽
培
漁
業
の
推
進 

 

種
苗
放
流
を
実
施
し
て
い
る
魚
種
は
、
Ｍ
Ｓ
Ｙ
ベ
ー
ス
の
資
源
評
価
を
基
に
、
都
道
府
県
水
産
試
験
場
等
で
行
わ
れ
て

い
る
種
苗
放
流
効
果
把
握
調
査
等
の
結
果
も
踏
ま
え
て
放
流
効
果
の
検
証
を
行
う
。
Ｍ
Ｓ
Ｙ
ベ
ー
ス
の
資
源
評
価
が
行
わ

れ
て
い
な
い
魚
種
に
つ
い
て
は
、
国
が
行
う
資
源
調
査
・
評
価
や
都
道
府
県
水
産
試
験
場
等
で
行
わ
れ
て
い
る
種
苗
放
流
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効
果
把
握
調
査
等
の
結
果
に
基
づ
き
、
定
量
的
な
指
標
に
基
づ
く
種
苗
放
流
の
効
果
の
検
証
に
努
め
る
。
種
苗
放
流
効
果

の
検
証
結
果
を
踏
ま
え
て
、
資
源
造
成
効
果
の
高
い
種
苗
放
流
の
対
象
種
の
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、
関
係
者
で
種
苗
放

流
効
果
の
高
い
適
地
で
の
放
流
方
法
を
検
討
す
る
。
資
源
造
成
の
目
的
を
達
成
し
た
魚
種
や
放
流
量
が
減
少
し
て
も
資
源

が
維
持
で
き
て
い
る
魚
種
は
、
種
苗
放
流
に
よ
る
資
源
造
成
か
ら
漁
獲
管
理
へ
の
移
行
を
推
進
す
る
。
種
苗
放
流
効
果
の

検
証
に
あ
た
っ
て
は
、
漁
業
者
、
加
工
業
者
、
種
苗
放
流
実
施
団
体
等
の
幅
広
い
関
係
者
の
意
見
を
聴
く
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
水
産
動
物
の
種
苗
の
放
流
及
び
育
成
に
当
た
っ
て
は
、
沿
岸
に
お
け
る
漁
業
操
業
、
公
共
事
業
の
計
画
及
び
そ
の

実
施
、
船
舶
の
航
行
等
に
つ
い
て
も
十
分
配
慮
し
、
尊
重
す
る
。 

（
三
）
地
先
種
に
係
る
継
続
的
な
実
施
体
制
の
確
立
に
向
け
た
取
組 

放
流
し
た
地
先
で
漁
獲
さ
れ
る
ウ
ニ
類
、
ア
ワ
ビ
類
、
ハ
タ
類
等
の
地
先
種
に
つ
い
て
は
、
栽
培
漁
業
の
持
続
的
な
実

施
体
制
を
確
立
す
る
た
め
、
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
法
第
七
条
の
二
第
四
項
の
「
放
流
効
果
実
証
事
業
」
の
実
施
に
よ
っ
て
、

種
苗
放
流
の
効
果
の
範
囲
及
び
程
度
を
特
定
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
を
考
慮
し
、
継
続
的
な
栽
培
漁
業

の
実
施
に
向
け
て
、
適
切
な
費
用
負
担
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
、
同
条
第
二
項
第
四
号
の
「
特
定

水
産
動
物
育
成
事
業
」
に
お
け
る
育
成
水
面
制
度
を
活
用
す
る
よ
う
努
め
る
。 
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（
四
）
広
域
プ
ラ
ン
に
基
づ
く
広
域
種
の
種
苗
放
流
の
取
組 

 
都
道
府
県
の
区
域
を
越
え
て
回
遊
し
漁
獲
さ
れ
る
マ
ダ
イ
、
ヒ
ラ
メ
等
の
広
域
種
に
つ
い
て
は
、
種
苗
放
流
を
実
施
す

る
場
合
に
は
、
そ
の
分
布
す
る
海
域
の
中
で
最
も
放
流
効
果
の
高
い
放
流
適
地
に
種
苗
を
放
流
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府

県
の
区
域
を
越
え
て
種
苗
放
流
に
係
る
受
益
と
費
用
負
担
の
公
平
化
に
向
け
て
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
た

め
、
海
域
協
議
会
に
お
い
て
海
域
の
特
性
等
を
考
慮
し
て
策
定
さ
れ
た
「
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
種
苗
生
産
及
び
種
苗
放

流
に
関
す
る
計
画
」
（
以
下
「
広
域
プ
ラ
ン
」
と
い
う
。
）
に
示
さ
れ
た
資
源
造
成
の
目
標
、
種
苗
生
産
尾
数
、
放
流
尾

数
、
放
流
適
地
等
を
勘
案
し
、
関
係
都
道
府
県
が
種
苗
生
産
や
放
流
等
に
取
り
組
む
。
ま
た
、
広
域
プ
ラ
ン
に
お
い
て
資

源
評
価
結
果
を
踏
ま
え
た
放
流
数
量
等
の
種
苗
放
流
に
関
す
る
目
標
を
設
定
し
、
関
係
都
道
府
県
が
種
苗
生
産
や
放
流
等

に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
近
年
の
海
洋
環
境
の
変
化
に
伴
う
各
魚
種
の
分
布
・
回
遊
域
の
変
化
を
踏
ま
え
て
、
広
域
プ
ラ

ン
が
よ
り
効
果
的
な
取
組
と
な
る
よ
う
、
特
に
適
種
、
適
地
、
適
期
、
適
し
た
放
流
サ
イ
ズ
で
の
種
苗
放
流
の
実
施
の
観

点
か
ら
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、
海
域
協
議
会
等
に
お
い
て
、
広
域
種
の
種
苗
放
流
に
係
る
受
益
に
見
合
っ
た
費
用
負
担

の
公
平
化
の
実
現
に
向
け
た
検
討
を
行
う
。 

（
五
）
共
同
種
苗
生
産
体
制
の
構
築 
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近
年
、
種
苗
生
産
施
設
の
老
朽
化
に
よ
り
種
苗
生
産
能
力
が
低
下
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
施
設
の
計
画
的
な

改
修
及
び
更
新
に
努
め
る
と
と
も
に
、
資
源
回
復
や
施
設
維
持
、
受
益
者
負
担
等
に
関
し
、
将
来
の
見
通
し
が
立
ち
、
安

定
的
な
運
営
が
で
き
る
施
設
に
つ
い
て
は
整
備
を
推
進
す
る
。
単
一
の
都
道
府
県
に
よ
る
種
苗
生
産
施
設
の
運
営
が
困
難

な
場
合
、
複
数
の
都
道
府
県
で
の
共
同
利
用
や
養
殖
用
種
苗
生
産
を
行
う
多
目
的
利
用
施
設
へ
の
移
行
を
推
進
す
る
。
共

同
利
用
化
し
た
施
設
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
運
営
方
式
を
検
討
す
る
。
各
都
道
府
県
等
の
種
苗
生

産
施
設
に
お
け
る
種
苗
生
産
コ
ス
ト
も
勘
案
し
、
低
コ
ス
ト
で
生
産
能
力
の
高
い
共
同
種
苗
生
産
体
制
の
構
築
に
取
り
組

む
。 ま

た
、
共
同
種
苗
生
産
体
制
の
構
築
に
当
た
っ
て
は
、
疾
病
等
に
よ
る
生
産
不
調
等
の
リ
ス
ク
管
理
に
配
慮
す
る
。 

な
お
、
効
果
的
な
栽
培
漁
業
の
推
進
に
あ
た
っ
て
は
、
種
苗
生
産
施
設
等
の
ハ
ー
ド
面
と
種
苗
生
産
技
術
等
の
ソ
フ
ト

面
の
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
運
営
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
施
設
の
改
修
や
運
営
に
当
た
っ
て
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
導
入
を

図
り
、
施
設
運
営
の
省
人
・
省
力
化
と
コ
ス
ト
の
削
減
を
図
る
。 

（
六
）
放
流
の
効
果
の
把
握
と
生
物
多
様
性
の
保
全
へ
の
配
慮 

 

地
区
ご
と
の
漁
獲
量
調
査
や
市
場
に
お
け
る
放
流
魚
の
混
入
調
査
等
に
よ
り
、
漁
業
生
産
面
に
お
け
る
種
苗
放
流
の
効
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果
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
情
報
を
用
い
て
種
苗
生
産
に
用
い
ら
れ
た
親
魚
と
漁
獲
物
の
親
子
関
係
を
判
別
す
る

技
術
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
種
苗
放
流
の
再
生
産
へ
の
寄
与
を
検
証
し
、
放
流
計
画
に
反
映
さ
せ
る
。
ま
た
、
種
苗

放
流
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
天
然
の
海
域
に
大
量
の
人
工
種
苗
を
放
流
す
る
こ
と
に
よ
る
遺
伝
的
な
攪
乱
の
リ
ス
ク
を

低
減
す
る
た
め
、
国
及
び
機
構
が
作
成
し
た
「
人
工
種
苗
放
流
に
係
る
遺
伝
的
多
様
性
へ
の
影
響
リ
ス
ク
を
低
減
す
る
た

め
の
技
術
的
な
指
針
」
を
種
苗
生
産
の
現
場
へ
普
及
す
る
と
と
も
に
、
放
流
さ
れ
た
種
苗
と
在
来
魚
種
の
間
に
お
け
る
捕

食―

被
食
関
係
や
競
争
関
係
を
通
じ
た
周
辺
の
生
態
系
へ
の
影
響
に
も
配
慮
し
、
生
物
多
様
性
の
保
全
と
の
両
立
に
努
め

る
。 

（
七
）
栽
培
漁
業
に
関
す
る
国
民
の
理
解
の
醸
成
と
普
及 

 

栽
培
漁
業
の
国
民
へ
の
啓
発
及
び
普
及
に
取
り
組
む
。
特
に
、
遊
漁
関
係
者
と
連
携
し
て
遊
漁
に
お
け
る
栽
培
漁
業
対

象
種
の
採
捕
量
の
情
報
収
集
の
強
化
に
努
め
る
と
と
も
に
、
種
苗
放
流
の
効
果
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
情
報
提
供
に
よ
り
、

遊
漁
者
や
遊
漁
船
業
者
等
を
含
む
幅
広
い
関
係
者
へ
の
栽
培
漁
業
に
対
す
る
理
解
の
醸
成
を
図
る
。
さ
ら
に
、
水
産
資
源

の
動
態
の
解
明
に
お
け
る
栽
培
漁
業
が
果
た
す
学
術
的
な
貢
献
に
つ
い
て
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
資
料
の
作
成
・
配
布
を

通
じ
て
わ
か
り
や
す
く
示
す
こ
と
や
、
初
等
中
等
教
育
の
現
場
と
の
連
携
を
通
じ
て
、
水
産
資
源
の
持
続
的
な
利
用
や
そ
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れ
を
取
り
巻
く
水
域
環
境
の
保
全
の
重
要
性
に
対
す
る
理
解
の
増
進
等
に
取
り
組
む
。 

（
八
）
種
苗
放
流
と
種
苗
の
育
成
の
場
の
整
備
と
の
連
携
の
推
進 

 

種
苗
放
流
の
効
果
を
高
め
る
た
め
に
も
、
引
き
続
き
、
放
流
さ
れ
た
種
苗
の
育
成
場
で
あ
る
藻
場
、
干
潟
等
の
保
全
や

回
復
の
た
め
の
漁
場
整
備
、
水
産
生
物
の
増
殖
や
生
育
に
配
慮
し
た
漁
港
施
設
の
整
備
及
び
漁
業
者
や
地
域
住
民
等
が
取

り
組
む
海
岸
清
掃
等
の
活
動
と
種
苗
放
流
の
連
携
の
推
進
に
努
め
る
。 

（
九
）
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興 

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
東
北
地
方
太
平
洋
側
に
お
い
て
、
復
旧
し
た
種
苗
生
産
施
設
を
活
用
し
、
震
災

後
の
沿
岸
生
態
系
や
水
産
資
源
の
状
況
に
合
わ
せ
た
効
果
的
な
栽
培
漁
業
の
実
施
に
取
り
組
む
。
ま
た
、
被
災
地
に
お
け

る
漁
獲
物
の
安
定
的
な
生
産
・
供
給
に
資
す
る
よ
う
、
他
海
域
の
種
苗
生
産
施
設
か
ら
の
種
苗
の
導
入
等
に
よ
り
放
流
尾

数
を
確
保
す
る
。 

（
十
）
主
な
栽
培
漁
業
対
象
種
の
漁
獲
動
向
の
見
通
し 

本
基
本
方
針
に
基
づ
く
取
組
の
推
進
に
よ
る
、
令
和
八
年
度
に
お
け
る
各
栽
培
漁
業
対
象
種
の
漁
獲
量
の
見
通
し
に
つ

い
て
は
、
各
種
・
系
群
の
資
源
評
価
結
果
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
。 
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第
二 

水
産
動
物
の
種
苗
の
生
産
及
び
放
流
並
び
に
水
産
動
物
の
育
成
に
係
る
技
術
の
開
発
に
関
す
る
事
項 

（
一
）
栽
培
漁
業
の
推
進
の
た
め
の
技
術
開
発
の
推
進 

 

放
流
種
苗
の
生
残
率
の
向
上
の
た
め
に
、
種
苗
放
流
の
対
象
種
に
つ
い
て
、
そ
の
系
群
ご
と
に
放
流
適
地
、
生
産
コ
ス

ト
及
び
放
流
効
果
か
ら
見
て
最
適
な
放
流
サ
イ
ズ
及
び
放
流
尾
数
の
把
握
等
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
種
苗
生
産
か
ら
放

流
、
さ
ら
に
は
未
成
魚
の
混
獲
防
止
等
の
一
連
の
技
術
開
発
を
一
体
的
に
行
う
よ
う
努
め
る
。
ま
た
、
消
費
者
ニ
ー
ズ
が

高
く
、
漁
業
者
か
ら
の
大
量
種
苗
生
産
技
術
の
開
発
に
対
す
る
要
望
が
強
い
、
新
た
な
栽
培
漁
業
対
象
種
の
技
術
開
発
に

取
り
組
む
。 

 

種
苗
生
産
等
に
お
け
る
減
耗
を
防
止
す
る
た
め
の
技
術
開
発
に
取
り
組
み
、
種
苗
生
産
及
び
中
間
育
成
の
現
場
に
お
い

て
は
、
減
耗
を
未
然
に
防
止
で
き
る
よ
う
、
開
発
さ
れ
た
技
術
を
活
用
し
て
、
適
切
な
飼
育
管
理
の
徹
底
に
取
り
組
む
。 

 

ま
た
、
種
苗
生
産
技
術
の
開
発
・
改
良
に
あ
た
っ
て
は
、
積
極
的
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
導
入
に
努
め
、
作
業
の
自
動
化
や
省

人
・
省
力
化
を
図
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。 

 

放
流
尾
数
や
放
流
サ
イ
ズ
等
の
種
苗
放
流
の
実
態
や
漁
獲
物
へ
の
放
流
種
苗
由
来
の
個
体
の
混
獲
状
況
の
把
握
に
努
め
、

資
源
評
価
に
お
け
る
種
苗
放
流
の
効
果
を
定
量
的
に
評
価
す
る
と
と
も
に
、
効
果
的
な
栽
培
漁
業
の
あ
り
方
の
検
討
に
資
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す
る
よ
う
調
査
の
拡
充
や
手
法
の
高
度
化
に
努
め
る
。 

（
二
）
環
境
変
化
に
適
応
し
た
栽
培
漁
業
の
実
施
等
の
た
め
の
技
術
開
発
の
推
進 

 

地
球
温
暖
化
や
貧
栄
養
化
等
に
よ
り
沿
岸
域
の
環
境
が
変
化
す
る
中
で
、
栽
培
漁
業
を
環
境
変
化
に
適
応
さ
せ
な
が
ら

実
施
し
て
い
く
た
め
、
新
規
栽
培
漁
業
対
象
種
の
探
索
や
対
象
種
の
転
換
、
種
苗
放
流
手
法
の
見
直
し
等
必
要
な
技
術
開

発
に
努
め
る
。
ま
た
、
近
年
、
資
源
の
減
少
が
顕
著
な
二
枚
貝
の
増
殖
の
た
め
の
技
術
の
開
発
に
取
り
組
む
。
こ
れ
ら
を

含
め
、
栽
培
漁
業
に
関
す
る
技
術
開
発
に
お
い
て
は
、
対
象
種
に
つ
い
て
、
稚
仔
魚
等
の
生
理
・
生
態
、
餌
料
、
生
息
環

境
等
の
基
礎
的
な
知
見
の
充
実
を
図
る
。 

（
三
）
技
術
の
維
持
と
継
承 

 

栽
培
漁
業
の
技
術
に
つ
い
て
は
、
種
苗
生
産
や
種
苗
放
流
が
漁
業
者
等
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
魚
種
を
含
め
、
種

苗
生
産
や
中
間
育
成
、
放
流
の
実
施
状
況
等
に
つ
い
て
情
報
を
収
集
し
、
各
種
技
術
が
種
苗
生
産
現
場
等
で
適
切
に
利
用

さ
れ
る
よ
う
に
努
め
る
と
と
も
に
、
疾
病
等
の
問
題
を
迅
速
に
解
決
で
き
る
体
制
の
整
備
に
取
り
組
む
。
ま
た
、
生
産
技

術
者
が
高
齢
化
す
る
一
方
で
後
継
者
が
育
っ
て
い
な
い
状
況
を
踏
ま
え
、
関
係
都
道
府
県
間
で
連
携
し
、
計
画
的
な
人
材

確
保
と
種
苗
生
産
技
術
及
び
放
流
技
術
の
継
承
に
努
め
る
。
さ
ら
に
、
種
苗
放
流
の
実
施
が
資
源
管
理
上
有
効
で
あ
る
と
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認
め
ら
れ
た
魚
種
に
お
い
て
は
、
漁
獲
管
理
へ
の
移
行
後
、
環
境
変
動
等
に
よ
り
資
源
が
急
激
に
悪
化
し
た
場
合
に
備
え
、

種
苗
放
流
の
再
開
も
視
野
に
入
れ
た
対
応
を
行
う
た
め
に
は
技
術
の
確
保
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
既
往
技
術
の
体
系

的
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
や
普
及
・
啓
発
、
技
術
研
修
の
機
会
を
設
け
る
等
の
取
組
を
進
め
る
。 

（
四
）
栽
培
漁
業
技
術
の
展
開 

 

こ
れ
ま
で
に
栽
培
漁
業
に
関
し
て
開
発
さ
れ
て
き
た
親
魚
養
成
、
種
苗
生
産
、
疾
病
防
除
等
の
技
術
に
つ
い
て
は
養
殖

業
に
、
標
識
技
術
や
標
識
放
流
を
活
用
し
た
生
息
域
の
把
握
、
生
残
率
の
推
定
等
の
技
術
に
つ
い
て
は
漁
獲
管
理
等
に
、

そ
れ
ぞ
れ
応
用
さ
れ
る
よ
う
、
そ
の
改
良
や
普
及
を
図
る
と
と
も
に
、
栽
培
漁
業
と
他
の
水
産
分
野
で
活
用
で
き
る
横
断

的
な
技
術
開
発
に
努
め
る
。 

（
五
）
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
取
扱
い 

外
来
遺
伝
子
の
導
入
に
よ
る
品
種
の
開
発
及
び
種
苗
放
流
に
つ
い
て
は
、
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
の
使
用
等
の
規
制
に

よ
る
生
物
の
多
様
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
七
号
。
以
下
「
カ
ル
タ
ヘ
ナ
法
」
と
い
う
。
）

等
に
基
づ
い
て
適
正
に
実
施
す
る
。
ま
た
、
ゲ
ノ
ム
編
集
技
術
の
利
用
に
よ
り
得
ら
れ
た
生
物
で
あ
っ
て
カ
ル
タ
ヘ
ナ
法

に
規
定
さ
れ
た
遺
伝
子
組
換
え
生
物
等
に
該
当
し
な
い
生
物
及
び
胚
の
操
作
に
よ
り
開
発
さ
れ
た
品
種
等
で
あ
っ
て
遺
伝
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子
組
換
え
技
術
及
び
ゲ
ノ
ム
編
集
技
術
を
利
用
し
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
後
世
代
の
資
源
増
大
へ
の
寄
与
が
明
確

で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
種
苗
放
流
は
行
わ
な
い
。 

 

（
六
）
外
来
生
物
の
導
入 

栽
培
漁
業
へ
の
外
来
生
物
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
生
態
系
に
及
ぼ
す
影
響
が
明
確
で
な
い
こ
と
か
ら
、
行
わ
な
い
。 

（
七
）
機
構
の
役
割 

機
構
は
、
栽
培
漁
業
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
技
術
の
開
発
に
取
り
組
み
、
必
要
に
応
じ
て
都
道
府
県
の
試
験
研
究

機
関
等
と
の
共
同
研
究
を
行
う
と
と
も
に
、
開
発
し
た
技
術
の
普
及
及
び
指
導
を
行
う
。
ま
た
、
疾
病
の
発
生
等
の
技
術

的
課
題
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
関
係
機
関
に
対
し
て
技
術
的
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
。 

第
三 

そ
の
他
水
産
動
物
の
種
苗
の
生
産
及
び
放
流
並
び
に
水
産
動
物
の
育
成
に
関
す
る
重
要
事
項 

（
一
）
関
係
機
関
の
連
携 

 

環
境
変
化
に
対
応
し
な
が
ら
栽
培
漁
業
を
効
率
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
国
は
栽
培
漁
業
の
基
本
方
針
を
策

定
し
、
機
構
は
栽
培
漁
業
に
関
す
る
技
術
開
発
、
主
な
栽
培
対
象
種
の
資
源
評
価
並
び
に
指
導
及
び
助
言
を
行
い
、
豊
か

な
海
づ
く
り
協
会
は
国
や
機
構
と
連
携
を
取
り
な
が
ら
、
都
道
府
県
間
の
連
携
及
び
調
整
、
情
報
の
収
集
及
び
提
供
等
に
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よ
る
栽
培
漁
業
の
普
及
の
促
進
を
行
う
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
国
、
機
構
及
び
豊
か
な
海
づ
く
り
協
会
は
、
全
体
の
方
向
付

け
、
進
行
管
理
及
び
都
道
府
県
間
の
連
携
を
推
進
す
る
た
め
の
調
整
を
行
う
。
ま
た
、
都
道
府
県
は
基
本
方
針
に
調
和
し

た
基
本
計
画
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
下
の
関
係
者
と
一
体
と
な
っ
て
、
種
苗
の
生
産
、
放
流
、
育
成
、
種
苗

放
流
効
果
の
検
証
等
を
行
い
、
効
果
的
な
栽
培
漁
業
を
実
施
す
る
。 

（
二
）
都
道
府
県
栽
培
漁
業
協
会
等
の
連
携
体
制
の
強
化 

 

栽
培
漁
業
を
効
率
的
に
推
進
す
る
た
め
、
豊
か
な
海
づ
く
り
協
会
を
事
務
局
と
す
る
海
域
栽
培
漁
業
推
進
協
議
会
全
国

連
絡
会
議
の
下
で
、
都
道
府
県
、
都
道
府
県
の
栽
培
漁
業
協
会
そ
の
他
の
栽
培
漁
業
の
推
進
団
体
は
、
栽
培
漁
業
の
技
術

及
び
情
報
の
交
換
、
人
材
の
交
流
等
を
推
進
す
る
。
ま
た
、
資
源
評
価
結
果
を
踏
ま
え
、
遺
伝
的
多
様
性
を
は
じ
め
と
す

る
生
物
多
様
性
の
保
全
に
配
慮
し
な
が
ら
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
栽
培
漁
業
の
推
進
体
制
の
構
築
に
努
め
る
と
と
も
に
、

各
海
域
ご
と
に
設
置
さ
れ
た
海
域
協
議
会
の
下
で
種
苗
の
生
産
、
放
流
、
育
成
、
放
流
効
果
の
検
証
等
に
お
い
て
連
携
を

強
化
す
る
。 

（
三
）
基
本
方
針
の
期
間
等 

 

本
基
本
方
針
の
期
間
は
、
令
和
四
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
と
す
る
。 
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